事業継続力強化支援計画認定チェックシート（申請ガイドラインVer.3.2用）
【　商工指導団体名：　　　　　　　　　・　市町村名：　　　　　　】

１　提出資料（施行規則第１条第１項及び第２項）
	書　類　名
	提出ﾁｪｯｸ

	１　認定申請書（様式第１）
	

	２　別表１～４
	

	３　当該商工会・商工会議所の直近の事業報告書、貸借対照表及び収支決算書並びに事業計画書
	

	４　当該事業継続力強化支援計画について議決をした当該商工会・商工会議所の総会又は議員総会その他これに準ずるものの議事録の写し
	

	５　認定申請書(様式第１)に記載された経営指導員が小規模事業者支援法施行規則第２条第１項の各号又は第２項（広域経営指導員）に規定する要件に該当することを証する書面
	



２　記載項目（法第５条第４項）
	記載項目
	記載ﾁｪｯｸ

	１
	事業継続力強化支援事業の目標【別表１】

	
	１　現状
	

	
	　(１)　地域の災害等リスク
	

	
	　(２)　域内の商工業者の状況
	

	
	　(３)　これまでの取組
	

	
	２　本計画の策定及び実行にあたっての課題と対策
	

	
	３　目標
	

	２
	事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間【別表１】

	
	１　事業継続力強化支援事業の実施期間
	

	
	２　事業継続力強化支援事業の内容
	

	
	　(１)　域内小規模事業者の事業継続力強化の取組状況の把握
	

	
	　(２)　小規模事業者に対する事業継続力強化支援の内容
	

	
	　(３)　フォローアップ
	

	
	　(４)　知見の共有及び事業継続力の底上げ
	

	
	　(５)　関係団体等との連携
	

	３
	事業継続力強化支援事業の実施体制【別表２】

	
	　(１)　実施体制
	

	
	　(２)　経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制
	

	
	　(３)　商工会／商工会議所、関係市町村連絡先
	

	４
	事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法【別表３】

	
	　必要な資金の額
	

	
	　調達方法
	

	５
	当該商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項【別表４】

	
	　当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
	

	
	　当該者との連携に関する事項
	





３　記載事項が基本指針に照らして適切なものであると認められることの確認
	基本方針
	確認ﾁｪｯｸ

	１　目標の設定
　(1) 関係市町村の地域防災計画等を踏まえ、地区内における小規模事業者の長期的な振興に資するよう、地域経済やサプライチェーンの機能維持を意識した目標を設定すること。
　(2) 経営指導員等（法第５条第５項に規定する経営指導員及び経営改善普及事業を担当する商工会及び商工会議所の職員をいう。以下同じ。）の人員体制から実現可能な目標であること。
	

	２　実施期間
　(1) 自ら設定した上記１の目標を達成するため、実施期間を３年から５年の間で定めて取組の実行計画を定めること。
　(2) 事業継続力強化は自然災害等の最新の発生予測や事業継続力強化に関する最新の知見をもとに実施される必要があることから、関係市町村の地域防災計画の改訂状況も踏まえつつ、実施期間中であっても定期的に必要な見直しを行うこと。
	

	３　実施体制
　(1) 事業継続力強化支援を行う必要がある小規模事業者の状況を、当該商工会又は商工会議所の地区を管轄する都道府県及び関係市町村と共有し、当該都道府県及び関係市町村の商工行政や防災行政と連携するものとすること。
　(2) 支援体制の構築に当たっては、経済圏や地理的条件が複数の市町村にまたがって存在する場合や、複数の商工会又は商工会議所が、共同で支援を行うことでより効果的な支援が可能となる場合は、より効率的な支援が実施できるよう広域的な支援体制を構築すること。その際、小規模事業者や関係機関等から入手した法人情報や個人情報の取扱いについて、必要な配慮を行うこと。
　(3) 事業継続力強化支援事業の実施に当たっては、小規模事業者による自然災害等のリスク認識の向上、小規模事業者が取り組み可能な事業継続力強化の進捗、事業継続力強化の実効性を高める取組の実施状況を把握することによって、その効果を測定し、継続的に事業継続力強化に係る指導及び助言を実施することができる仕組みを構築すること。その際、小規模事業者は、企業としての組織体制が必ずしも十分に整っておらず、環境変化にも脆弱な面があることから、支援に当たっては、特に配慮すること。
　(4) 具体的な取組の企画・実行や、目標の達成に向けた進捗管理等を行う責任者として、経営指導員（法第５条第５項に規定する経営指導員をいう。以下同じ。）を選定するとともに、小規模事業者の事業継続力強化支援を行う経営指導員等を小規模事業者ごとに設置すること。ただし、広域的な支援体制を構築し、広域的な支援を実施する場合においては、広域経営指導員（商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行規則（平成５年通商産業省令第４４号。以下「施行規則」という。）第２条第２項に規定する広域経営指導員をいう。以下同じ。）を商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会に設置すること。
　(5) 広域経営指導員を設置する場合においては、地域の実情に応じて、主として以下の各項目に掲げる業務を行わせること。なお、その業務を行わせるに当たっては、他の商工会若しくは商工会議所における先進的な取組を参考にするとともに、広域経営指導員の業務に関する先進的取組を他の商工会若しくは商工会議所に積極的に展開すること。
　　ア　商工会又は商工会議所における事業継続力強化支援計画（２以上の商工会若しくは商工会議所が共同して策定する同計画又は複数の同計画を含む。）の策定、管理及び実行
　　イ　上記アの実施に当たって、必要となる複数の商工会又は商工会議所、地方公共団体及び他の支援機関との円滑な連携の促進
　　ウ　他の経営指導員に対する効果的かつ適切な指導及び助言
　(6) 事業継続力強化支援計画の実施状況については、定量的な指標をもって把握し、評価を行う仕組みを構築すること。
　(7) 関係市町村における独自の施策により商工会又は商工会議所の負担の増加が見込まれる場合は、当該関係市町村に対して、担当する職員の追加配置等の必要性を説明し、協力を求めること。
　(8) 経営指導員等の資質向上に係る体制整備や自発的な知識習得の促進、有為な人材の確保に努めるとともに、支援ノウハウを組織内で共有する体制の整備を図ること。
	

	４　商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者との連携
　(1) 事業継続力強化支援事業を効果的かつ適切に実施するため、地方公共団体に加え、他の商工会又は商工会議所、金融機関、保険会社、他の支援機関、公益法人、ＮＰＯ及び専門家、地域の大企業や中小企業等とも連携し、各地区における小規模事業者の事業継続力強化の状況等に関して情報交換を行うことを通じてネットワーク構築に努めること。
　(2) 連携する者それぞれの役割を明確にし、最も効果的に小規模事業者の支援を行うことができるようにすること。
　(3) 小規模事業者が他社と連携して実施する、原材料や人員といった経営資源を融通し合う、あるいは、自然災害等発生後に相互に代替生産を行うといった取組について、必要に応じて複数の商工会または商工会議所が連携して取り組むこと。
	



４　認定申請書(様式第１)に記載された経営指導員が小規模事業者支援法施行規則第２条第１項の各号又は第２項（広域経営指導員）に規定する要件に該当することの確認
	要　件
	確認ﾁｪｯｸ

	１　商工会若しくは商工会連合会又は商工会議所若しくは日本商工会議所その他商工会議所を構成員とする団体の役員又は職員である者であること。
	

	２　直近５年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第40条各号に規定する科目に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であること。
	

	３　直近５年以内に国及び地方公共団体の行政事務に係る知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であること。
	

	４　小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する３年以上の実務の経験を有する者であること。
	

	５　次に掲げる者のいずれにも該当しない者であること。
　(1) 心身の故障により経営指導員の業務を行うことができない者
　(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
　(3) 拘禁刑以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
　(4) 法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者
　(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者
	

	６　直近５年以内に小規模事業者に対して事業継続力強化に係る効果的かつ適切な指導を行うために必要な基礎的知識及び能力に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であること。
	

	以下は「広域経営指導員」に関する追加要件（次のいずれかに該当すること）

	７　中小企業診断士（中小企業支援法第11条第１項の規定による登録を受けた者をいう。）又は直近５年以内に中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第40条各号に規定する科目に係る高度な知識に関する講習として中小企業庁長官が指定したものを修了した者であって、小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する５年以上の実務の経験若しくは２以上の商工会若しくは商工会議所の地区において小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する３年以上の実務の経験を有する者
	

	８　小規模事業者の経営に係る指導及び助言に関する10年以上の実務の経験を有する者
	

	９　上記７と８に掲げる者と同等以上の能力及び経験を有する者
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